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◎新潟県告示第811号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、十日町市の十日町土地改良区から次のとおり

役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和５年７月７日 

新潟県十日町地域振興局長 

１ 就任 

理事 十日町市中条乙893番地１             金澤   茂（理事長） 

〃  〃   伊達甲1444番地              宮嶋 正平 

〃  〃   北鐙坂1367番地３             齋木    篤 

〃  〃   城之古805番地              髙橋 謙一 

〃  〃   下組572番地２               藤田 隆夫 

〃  〃   小泉957番地１                長野 賢彦 

〃  〃   山谷609番地                    柳  敦志 

〃  〃   下条１丁目566番地                  綱  大介 

〃  〃   稲荷町３丁目南５番地９           村山 佳宏 

監事 〃   中条戊947番地                橋本  隆 

〃  〃   新宮甲1414番地                 村山 芳春  

〃  〃   南新田町２丁目３番地20              阿部 孝一 

就任年月日 令和５年６月28日 

２ 退任 

理事 十日町市中条乙893番地１             金澤   茂（理事長） 

〃  〃   伊達甲1444番地              宮嶋 正平 

〃  〃   北鐙坂1367番地３             齋木    篤 

〃  〃   城之古805番地              髙橋 謙一 

〃  〃   山谷661番地丑              丸山 政弘 

〃  〃   下条２丁目431番地            近藤 正男 

〃  〃   小泉940番地１              酒井 信秀 

〃  〃   新宮甲1414番地                   村山 芳春 

〃  〃   下組572番地２                     藤田 隆夫 

監事 〃   中条戊947番地                橋本  隆  

〃  〃   稲荷町３丁目南５番地９           村山 隆義 

 退任年月日 令和５年６月27日 

 


